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 なかじま猿田彦温泉いやしの湯の指定管理者が行なう業務の内容及びその範囲等はこの仕様書による。 

 

１．趣旨 

  本仕様書は、なかじま猿田彦温泉いやしの湯（以下本施設という）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２．管理に関する基本的な考え方 

  本施設を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）本施設は、住民の健康増進と福祉の向上及び余暇活用に資するための拠点施設であり、かつ地   

域住民と都市住民との交流の場であるという設置理念に基づき、管理運営を行なうこと。 

（２）利用者の安全確保に留意するとともに、本施設の環境保全等、良好な施設の維持管理を行なうこと

を基本とすること。 

（３）適切な広報活動を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。 

（４）個人情報の保護を徹底すること。 

（５）効率的運営を行うこと。 

（６）管理運営費の削減に努めること。 

 

３．施設の概要に関する事項 

（１）名称及び所在地 

   （名 称）なかじま猿田彦温泉いやしの湯 

（所在地）七尾市中島町小牧ヨ部116番地 

（２）施設の概要 

    地下一階（ＲＣ構造）、地上一階（木造、鉄骨造） 

    敷地面積    １，７８２．７７㎡ 

    延床面積      ８９６．６６㎡ 

建築面積      ７２０．２３㎡ 

 

（４）竣工年月日     平成１６年８月１０日 

（５）年間利用者数    ３３，９８４人（Ｒ５年４月～１２月）※Ｒ６年１月～休館 

（６）施設内容 

・浴室【箱湯（82.23㎡）筒湯（81.17㎡）】 

・サウナ室（各一室8.28㎡） 

・ジェットバス（各１ケ所） 

・露天風呂（各一箇所） 

・脱衣室（各一箇所33.88㎡）、脱衣室便所（各一箇所） 

・事務室（19.70㎡）、受付（8.28㎡） 

・エントランスホール59.60㎡）、下足箱コーナー（16.56㎡） 

・自動販売機コーナー（5.70㎡） 

・リラックスコーナー（22.41㎡） 

・休憩コーナー（84.82㎡ 和室40畳） 

・軽食喫茶サロン（24.84㎡） 

・厨房（12.29㎡） 

・駐車場（16台） 
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４．開館時間及び休館日 

 七尾市温泉施設条例により下記のとおりとする。ただし、市と協議の上、必要であると認めるとき

は、変更することができるものとする。 

（１）開館時間 

午前10時から午後10時まで（ただし、12月から翌年3月までの期間は、午後9時までとする。） 

（２）休館日 

    毎月最終火曜日及び12月31日から翌年1月2日までの日 

５．指定期間 

   令和7年10月1日から令和12年3月31日まで 

 

６．法令などの遵守 

   管理にあたっては、本仕様書、市と指定管理者が締結する協定書のほか、次の各項に掲げるもの及

び施設管理、運営上必要な法令等に基づかなければならない。なお、協定締結期間中に法令等に改正

があった場合には、改正された内容に基づくものとする。 

（１）地方自治法及び地方自治法施行令 

（２）公衆浴場法 

（３）七尾市温泉施設条例 

（４）七尾市個人情報保護条例 

（５）その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき法令等 

 

７．業務内容 

（１）運営に関すること 

  ① 人員配置に関すること。 

   ア 事務室に責任者１名を常時配置すること。 

   イ 利用に関する受付業務（受付、利用承認、利用料金の収受等）、清掃業務、施設設備管理業務に

従事するのに必要で最適な人員を配置すること。 

   ウ 施設管理に従事する者のうち、１人は防火対象物の甲種防火管理者、危険物取扱者丙種４類の

資格を有していること。但し、すべての資格を同一人物が有している必要はない。 

   エ 職員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、業務の運営に支障がないように定めること。 

   オ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

  ② 業務内容に関すること。 

   ア 受付・利用許可等は指定管理者で行なうこと。 

   イ 受付業務 

    ・カウンターでの利用の受付、案内業務 

    ・利用の許可、取り消し 

    ・利用料金の還付（返還）手続き等 

    ・郵便物等受付 

    ・その他受付業務に関する業務 

   ウ 受付日時 

     開館中は受け付けること。 

   エ 問い合わせに対応すること。 

  ③ 利用料金の収受に関すること。 

   ア 本業務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第8項に定める利用料金制 

     度により、自動販売機等の収入と併せ、利用料金を指定管理者の収入とする。 
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   イ 利用料金は、七尾市温泉施設条例の規定による金額を上限とする。 

   ウ 利用料金は、現金納付とする。 

   エ 現金納付の場合は、指定管理者が現金の管理を行なうこと。 

   オ 利用者が、利用中止を申し出た場合、申し出た者に利用料金の還付（返還）を行なうこと。 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。 

  ① 施設の適正な運営のため、清掃、施設・設備点検等の保守管理及び修繕、樹木保全等敷地内環境 

    美化を行なうこと。 

   ア 清掃業務 

    ・良好な環境衛生、美観の維持、施設の健全な保全に努めること。 

    ・適正な方法により、埃、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。 

     １）日常清掃 

     ２）定期清掃 

    ・その他清掃 

     １）外灯清掃 

     ２）ガラス清掃 

     ３）カーペット清掃 

   イ 電気、空調、給排水等設備管理 

    ・施設の電気設備、空調設備、給排水衛生設備等の各設備の日常巡視点検を行なうこと。 

   ウ 施設・設備保守点検及び定期点検 

    ・本施設の機能を維持するとともに、利用者が快適に利用できる良質な施設、設備を提供するた

め、設備・器具等の状態について巡視点検を行ない、関係法令に基づく法定検査等を行なうこと。 

     １）機械設備保守点検 

・真空式温水ボイラー 

・昇温・給湯ポンプ 

・源泉槽 

・ろ過機 

・滅菌機（塩素補充含む） 

・貯水槽 

・加圧給水ポンプ 

・ローカル自動制御機器 

     ２）浴槽点検 

     ３）消防設備機器保守点検 

     ４）空調設備保守点検 

     ５）全熱交換器保守点検 

     ６）エレベーター保守管理 

     ７）電気保安管理 

     ８）警備保障管理 

      ・諸室及び出入り口等の開錠・旋錠の確認・警備機器の保守点検 

     ９）浴槽水質検査（検査用ＤＰＤ錠剤にて検査を行うこと） 

10）飲料水水質検査 

・ビル管理項目検査（２回／年） 

・消毒副生生物項目検査（１回／年） 

     11）レジオネラ菌検査業務（公的機関検査１回／年） 
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   エ その他業務 

     １）ゴミ処理 

     ２）浴場ろ過装置配管洗浄（スケール洗浄含む） 

   オ 管理施設の改修等 

      施設の改造、増築、大規模改修については市が行うが、維持管理に係る修繕については指定

管理者行うこと。（修繕に関する詳細は10（2）を参照） 

   カ 建築物環境管理点検報告業務 

     「建築物に関する衛生的環境の確保に関する法律」の規定に基づく、空気環境測定、飲料水水

質検査、ねずみ、昆虫等防除、受水槽清掃、「レジオネラ菌防止方針」に準拠した浴槽水のレジ

オネラ菌検査及び殺菌、「大気汚染防止法」に準拠したばい煙報告等を行なうこと。 

   キ 樹木保全等 

敷地内の高木、低木等の植栽及びその植栽地内を対象とし、施設の使用及び美観を     

維持するため剪定、除草、消毒、清掃等の業務を行なう。 

  ② 駐車場の管理を行なうこと。 

  ③ 施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等災害の発生を警戒・防止し、財産 

    の保全を図るとともに利用者の安全を守るために、保安管理を適切に行なうこと。 

  ④ 入場者の傷害保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるような賠償    

資力を確保するため、適切な保険に加入すること。建物損害保険（火災、落雷等）については市

が加入するが、その他施設管理上必要があれば、指定管理者が加入する。 

  ⑤ 人件費、社会保険料、雇用保険、労災保険を支払うこと。 

  ⑥ 施設維持管理用消耗品（電球、トイレットペーパー等）、事務用消耗品（事務用品、応急処 

    置用医薬品等）、清掃用消耗品（浴槽用洗剤、洗濯用洗剤、清掃用具等）の消耗品購入に関する 

こと。 

  ⑦ 燃料費、光熱水費を支払うこと。 

  ⑧ 通信運搬費（電話料、郵便料等）を支払うこと。 

  ⑨ 施設内の自動販売機等の設置及び維持管理業務。 

  ⑩ 管理運営に必要な印刷物を作成し、必要に応じて配布すること。 

（３）住民の健康増進と福祉の向上及び余暇活用並びに地域住民との交流に寄与する事業 

  ① 市民参画、地域との連帯を図る事業 

  ② ボランティア団体との連携 

（４）感染症（新型コロナウイルス感染症等）対策 

  ① 施設管理にあたり感染症対策を講じること。 

   ア 基本的な感染対策の徹底 

   イ 従業員の定期的な体調管理 

   ウ 施設内の定期的な消毒 

   エ その他感染症拡大防止に係る対策 

  ② 感染症対策及び感染者発生時の対応マニュアルを整備すること。 

  ③ まん延防止等重点措置又は緊急事態宣言時には、国の措置に沿った対策を講じること。 

（５）その他 

  ① 屋内は禁煙とする。 

  ② 個人情報保護について従事者に周知、徹底を図ること。 

  ③ その他市長が必要と認める業務を行なうこと。 
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８．緊急時等の対応 

① 指定管理者は、利用者等の急な病気・けが、事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに

必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならな

い。 

② 指定管理者は、事故や災害等が発生した場合の対応マニュアルを策定し、職員に指導及び訓練を

行なうなど緊急時の対応について十分な対策を講じること。 

③ 指定管理者は、施設の事前予約等がある場合でも、災害発生時並びにその恐れがある場合は、施

設としての利用の中止、または中断をさせることとする。 

④ 指定管理者は、災害発生時に市が緊急に避難所・避難場所として本施設を使用する必要がある場

合、市の指示により、優先して避難者等を受け入れることとする。なお、これに要した費用は市が

負担する。 
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９．リスク分担表 

  管理業務に関し、本市と指定管理者とのリスクの分担については、次の表によるものとする。ただし、 

 疑義ある場合又は不測のリスクが生じた場合は協議の上、リスク分担を決定する。 

種    類 内             容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域、・住民及

び施設利用者への

対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者 

からの反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由

による事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営管理、運営業務の

継続に支障が生じた場合又は業務内容の変更を余儀なく

された場合の経費及びその後の維持管理経費における当

該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、

暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰す

ることのできない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、

設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

資金調達 
経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事

由 
 ○ 

第三者への賠償 
管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途におけ

る業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

 

※上記以外の項目については、両者で協議することとする。 
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１０．管理経費等について 

（１）収入について 

   ①指定管理料 

     指定管理料は、協定書に基づき支払われるものとし、指定管理料の支払については、会計年度

（4月1日から翌年3月31日）ごとに指定管理者の請求により分割して支払うこととする。  

 

   市から支払う指定管理料の上限額（消費税及び地方消費税を含む） 

年 度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

金 額 1,080万円 2,370万円 2,370万円 2,370万円 2,370万円 

 

   ②利用料金制 

     利用料金とは、地方自治法第 244条の 2第 8項の規定に基づき、公の施設の利用料金を指定管

理者の収入として収受させることができる制度である。指定管理者は「利用料金制」を採用す

ることで、指定管理者の収入とすることができる。 

    ア 利用料金の設定 

      利用料金については、条例で定める使用料を上限とし、料金を自由に設定することができる。

ただし、その決定及び改訂については事前に市の承諾を受けるものとし、必要に応じて市と

協議を行うものとする。 

イ 利用料の減免について 

指定管理者はあらかじめ、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。なお、利用料金の減免に伴う減収については、市からの補填等の措置はおこなわ

ない。     

（２）支出について 

施設管理にかかる全ての費用は、利用料金及び指定管理料をもって充てる。 

ただし、修繕料等については以下のとおりとする。 

   ① 施設の大規模改修 

     市が行うこととする。 

   ② 維持管理にかかる修繕 

施設修繕については、30万円を超えるものについては市が行うこととする。ただし、指定管理

者が困難な場合は、市と協議し費用負担を決定することとする。 

（３）事業計画書及び収支予算書の提出 

毎年度 10月末までに、次年度の事業計画書及び収支予算書について、市と調整を図った上で作成し、

提出しなければならない。 

（４）事業報告 

  ① 指定管理者は、会計年度終了後、30日以内に年間事業報告書を提出すること。 

  ② 指定管理者は、利用状況及び管理運営業務の実施状況等を記載した業務日報を作成し、市長が指

定する期間保管し、求めがあった場合は提出すること。 

③ 利用状況及び業務日報（利用者からの意見、要望等とその結果及び対応策を含む）に基づいて月

報を作成し、毎月市に報告するとともに、市が指定する期間保管すること。。 

  ④ 施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務完了書の作成を行なうこと。 

（５）実施調査 

市長は必要に応じて、指定管理者の労務管理、施設、物品、各種帳簿等に関して調査を行なうことが

できる。 
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（６）アンケートの実施 

指定管理者は、利用者に対してアンケート及び苦情の処理等を実施しなければならない。なお、アン

ケート内容については対応策も含め、上記事業報告の際に市へ報告することとする。 

 

１１．物品等の帰属 

（１）指定管理者は、七尾市の所有に属する物品については「七尾市会計規則」に定める台帳等を備えて、 

   その保管に係る物品を整理しなければならない。また、物品のうち備品については「備品台帳」を 

   備え、取得及び廃棄等の異動について、会計年度ごとに市長に報告しなければならない。 

（２）指定管理者が指定期間中に管理経費により購入した物品については、七尾市のものとする。 

 

１２．備品類の更新等について 

備品類の更新・購入、施設改修については市予算要求時（毎年10月末）までに要望書を指定管理者

が提出し、市と協議するものとする。 

 

１３．指定管理者が賠償責任を負う範囲 

   指定管理者は、本施設の管理業務の履行にあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により市又は

第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

１４．業務を実施するに当たっての注意事項 

   業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行なうこと。 

（２）指定管理者が、施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、市長と協議すること。 

（３）個人情報の適正な管理のための必要な措置をとること。   

（４）七尾市及び国、その他地方公共団体並びに公共的団体の事業への協力。 

（５）その他、本仕様書に記載のない事項については、市長と協議すること。 

 

１５．原状回復の義務 

（１）指定管理者は施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ市と協議すること。また、当

該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、市の指示するところ

により、その管理を行わなくなった施設又は設備を原状に回復しなければならない。 

（２）指定管理者は、施設、設備又は資料等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市の指示するとこ

ろにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

 

１６．その他 

（１）指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎ

を行なうこと。 

（２）指定管理者の取消しについて 

市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、または期

間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 

① 業務に際し不正行為があったとき。 

② 市に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

③ 指定管理者が市との協定書の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき。 

④ 自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から本協定締結の解除の申出があったとき。 

⑤ 指定管理者が市に従わないとき。 
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⑥ 指定管理者の経営状況が著しく悪化している等、施設の適正な管理の著しい支障が生じる恐れが

あるとき。 

⑦ その他、市が必要と認めるとき。 

 

（３）監査の実施 

市又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る事務について監査を

行うことができる。 

（４）協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合、またはこの仕様書

に記載のない事項については、市と指定管理者は誠意をもって協議するものとする。 


